
平成２４年１１月２日

介護ベッドの手すり等による死亡事故が発生しています！

１．事故状況

、 、 。平成２４年度には ４件の死亡事故が発生し 消費者庁に報告されています

過去５年間では３２件になり、重傷事故を含めると６３件になります。

介護ベッド用手すり（サイドレールなど）による死亡事故の多くは、２本並

べて設置した手すりと手すりの間のすき間や手すりとベッドボード（頭側板）

とのすき間に、利用者が首を挟み死亡に至るものです。また、手すり自体に腕

や足などを差し込んで骨折するなどの重傷事故も発生しています（資料１．死

亡事故の状況、重傷事故の状況 。）

＜事故発生件数＞

平成１９年度 １２件（うち死亡 ８件）

平成２０年度 １５件（うち死亡 ３件）

平成２１年度 ７件（うち死亡 ３件）

平成２２年度 １２件（うち死亡 ６件）

平成２３年度 １１件（うち死亡 ８件）

平成24年10月31日時点)平成２４年度 ６件（うち死亡 ４件） (

計 ６３件（うち死亡３２件）

（注）消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度が

施行された平成１９年５月以降の発生件数。

２．再発防止に向けて（介護を行っている方々へのお願い）

介護ベッドの手すりに首や腕足などをはさむ危険があります。

別紙１の「医療・介護ベッド安全点検チェック表」をお読みいただき、まだ

事故防止対策がとられていない場合や不十分な場合には、確実に対策をとって

ください。

（１）ご使用中の手すりが新ＪＩＳ製品かどうかご確認ください

平成２１年３月にＪＩＳ規格が改正され、手すりと手すりのすき間及び手

すりとベッドボード（頭側の板など）とのすき間の基準が強化され、安全性

が向上しました。

死亡事故は、新ＪＩＳ規格ではない手すりを使用中に発生しています。よ

って、ご使用中の手すりが新ＪＩＳ規格でなければ、新ＪＩＳ規格の製品に

取り替えていただくことを奨励します。

なお、新ＪＩＳ規格の製品かどうか不明な場合は、レンタル契約先事業者

又は販売事業者にお問い合わせください。
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（２）新ＪＩＳ規格の製品への取替えが困難な場合など

新ＪＩＳ規格ではない手すりを使用する場合には、すき間を埋める対策を

確実にとっていただけますようお願いいたします（別紙２ 。）

・すき間を埋める対応品を使用する（対応品の内容については、

各メーカーにご相談ください ）。

・クッション材や毛布などですき間を埋める。

・サイドレールなどの全体をカバーや毛布で覆う。

、 。・危険な状態になっていないか 定期的にベッド利用者の目視確認を行う

等



1 
 

（参考） 

 

１．再発防止への事業者の取組み 

これまで介護ベッドの製造事業者は、レンタル業者や販売業者を通じて、

病院、高齢者施設、在宅介護の家庭などに「ベッドの安全使用マニュアル」

を配布し、介護ベッドに２本並べて設置した手すりと手すりの間のすき間に

首を挟み死亡に至る危険や手すりに腕や足を入れて負傷するなどの危険が

あることを注意喚起しています。あわせて、すき間を埋める挟み込み防止用

具（簡易スペーサーや手すりを覆うカバー等）の提供案内やすき間をクッシ

ョンなどで埋めることにより事故を防止する対策の普及啓発に努めていま

す。 

【医療・介護ベッド安全普及協議会ホームページ】

http://www.bed-anzen.org/ 

 

２．消費者庁の取組み 

●消費者庁は、平成２２年１０月に、介護ベッド用手すりの使用に係る注意

点について、各都道府県及び政令指定都市の消費者行政担当課並びに独立行

政法人国民生活センター及び各消費生活センターに対し、消費者への周知と

注意喚起を依頼しました。 

 

●平成２２年１０月に、厚生労働省及び経済産業省を通じて、介護保険施設、

老人福祉施設及び医療機関の施設管理者並びに関係事業者・団体に対し、注

意喚起の周知を要請しました。 

 

【平成２２年１０月１日 介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足な

どを挟む事故等に係る注意喚起について】 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou_2.pdf 

 

また、消費生活用製品の重大製品事故に係る公表においても注意喚起を

行っています（平成２２年度３回、平成２３年度４回、平成２４年度４回）。 

 

【消費生活用製品の重大製品事故に係る公表における注意喚起】 

２２年度 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101203kouhyou_2.pdf 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101221kouhyou_3.pdf 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/110204kouhyou_1.pdf 
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２３年度 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/110628kouhyou_1.pdf 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/110805kouhyou_2.pdf 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/111007kouhyou_2.pdf 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120306kouhyou_1.pdf 

２４年度 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120511kouhyou_3.pdf 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120831kouhyou_1.pdf 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120904kouhyou_1.pdf 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121002kouhyou_1.pdf 

 

●消費者教育ポータルサイトへの掲載 

介護ベッド用手すりによる死亡・重傷事故への注意喚起や安全点検  

（別紙１）の情報を介護員、介護福祉士、デイサービス施設等の職員などへ

の啓発材料として、消費者教育ポータルサイトに掲載し、介護に携わる方々

に必要な対策をとっていただくための取り組みを促すこととしています。   

 

【消費者教育ポータルサイト】 

http://www.caa.go.jp/kportal/index.php 

 

  ●各都道府県及び政令指定都市の消費者行政担当課に周知を依頼（別紙３） 

  ●各都道府県・政令指定都市消費生活センター等に周知を依頼（別紙４） 

 

  ３．厚労省及び経産省による注意喚起と安全点検依頼 

平成２４年６月に、厚生労働省及び経済産業省は、都道府県等の所管部 

署を通じて、病院、介護施設、福祉用具レンタル事業者など２万７千箇

所に対し、介護ベッドの安全使用のための注意喚起と安全点検を依頼す

るとともに、関連団体に対して点検に当たって協力を依頼しました。 

 

【介護ベッド用手すりによる製品事故未然防止のための点検依頼】 

http://www.meti.go.jp/press/2012/06/20120606003/20120606003.html 

 

 【本件に関する問い合わせ先】 

消費者庁消費者安全課 河岡、大木 

電話：０３－３５０７－９２０４ 

      

 



１．死亡事故の状況

事故の状況 件数

２本並べて設置したサイドレールとサイドレー
ルの間のすき間に首が挟まって死亡。

１１

手すりとボード（頭側板など）のすき間に首が
挟まって死亡。

９

手すりの下側とマットレスの間のすき間に首
が挟まって死亡。

３

着衣が手すりに引っかかり、着衣で首が絞め
つけられ死亡。 ３

ベッド用グリップ（可動式バー）と固定手すりで
構成するタイプで、固定手すりを逆向きに取り
付けたため、すきま間が広がり、首が入り込
んで死亡。

２

その他 ４

計 ３２

２．重傷事故の状況

事故の状況 件数

手すり自体のすき間に腕や足を差し込んで
骨折等。

１３

ベッド用グリップ（開閉式バー）自体のすき
間に腕などを差し込んで骨折等。

４

ベッド用グリップ（開閉式バー）に手で支え
て立ち上がろうとした時に、クリップの開閉
を固定するロックが外れて転倒し骨折等。 ６

手すりの下側横桟とベッドマットレスの間に、
腕や肩が挟まり負傷。

５

その他 ３

計 ３１

（注）事故の状況の分類は、消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告により判断したもの。

（資料１）

＜手すりを逆向きに取り付けた＞

件数は、平成１９年５月～平成２４年１０月２日現在
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（別紙１） 
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挟み込み防止対策の例
（すき間を埋めて挟まれないようにする）

※平成２１年３月にＪＩＳ規格が改正され、首や腕、足などを
挟み込む事故を防ぐため、すき間を狭くした新JIS製品が製

造・販売されています。早めに新ＪＩＳ製品への取替えをお
願いします。

ここが危険なすき間です！

【ベッド用グリップ（開閉式バー）と手すり】

【サイドレール】

介護ベッド用手すりの事故防止対策

▼スペーサーですき間をふさぐ

▼サイドレールをカバーで覆う ▼グリップと手すりをカバーで覆う

▼クッションなどですき間を埋める

（別紙２）
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事 務 連 絡 

平成２４年９月２７日 

 
各都道府県・政令指定都市消費者行政担当課 殿 
 

消費者庁消費者安全課 

 

 

介護ベッド用手すりの注意喚起と点検依頼について（お願い） 

 

 

日頃より、消費者安全行政につきまして格別のご理解・ご協力を頂き、厚く御礼申し上

げます。 

 

本年８月、介護施設（東京都）で入居者（80 歳代）が介護ベッド用手すり（サイドレー

ル）とベッドボードとの間に首を挟まれた状態で発見され死亡が確認されたという事故が

発生しました。 

（９月４日公表。URL：http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120904kouhyou_1.pdf）。 

現在、原因は調査中ですが、以前より、介護ベッド用手すりのすき間等に首や腕足など

を挟むことによる事故が発生しています。 

 

これまで、事業者により介護ベッドの手すりに、首や腕足などを挟み込む危険性について注

意喚起やすき間を埋める対策等の普及啓発が行われ、併せて手すりとのすき間を埋める挟み込

み防止用具の提供案内が実施されています。 

また、平成２４年６月には、経済産業省と厚生労働省が、病院、介護施設、福祉用具レンタ

ル事業者等２万７千箇所に対し注意喚起と点検依頼を実施しました。 

 

しかしながら、その後も事故が発生していることから、介護者の方々におかれましては事故

の再発防止のため、手すりとのすき間を埋める対策をとっていただけますよう、ご周知と注意

喚起をお願いしたいと存じます。 

つきましては、別添の「介護ベッド用手すりの注意喚起と安全点検について」及び「医

療・介護ベッド安全点検チェック表」を、貴都道府県内にご周知いただけますよう、お願

いいたします。 

 

 

（参考） 

 

消費者庁公表 

http://www.caa.go.jp/index.html 

 

医療・介護ベッド安全普及協議会ホームページ 

http://www.bed-anzen.org/ 

 

（別紙３）
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（別添）        

 

介護ベッド用手すりの注意喚起と安全点検について 

 

平成２４年９月 27 日 

消費者庁消費者安全課 

 

介護ベッド用手すり（サイドレール）とのすき間を埋める対策をとってください。 

すき間に首や腕足などを挟み込む重傷、死亡事故が相次いで発生しています。 

 

１．事故状況 

介護ベッド用手すり（サイドレール）などによる重傷・死亡事故が発生しております。事

故の多くは、利用者の首が手すりのすき間やベッドボードと手すりのすき間に挟み込まれた

ことによるものです。 

平成２４年度には、消費者庁に既に３件の死亡事故が報告されています。過去５年間では

３１件になり、重傷事故を含めれば計６２件になります。 

 

２．再発防止策 

これまで事業者は、病院、高齢者施設、在宅介護の家庭などに、介護ベッドの安全使用マ

ニュアルを配布し、介護ベッドの手すりに首や腕足などを挟み込む危険があることやすき間

を埋める対策等の普及啓発を行っています。併せて、手すりとのすき間を埋める挟み込み防

止用具（簡易スペーサーや手すりを覆うカバー等）の提供案内を行っています。 

また、経済産業省、厚生労働省、消費者庁もこれまで注意喚起等を行ってまいりました。 

 

しかしながら、介護ベッドの手すりにかかわる重傷・死亡事故が引き続き発生しているこ

とから、介護に携わっている方々におかれましては、介護ベッドの手すりに危険性があるこ

とをご認識いただき、すき間を埋める対策をとっていただけますようお願いいたします。 

以上のことから、「医療・介護ベッド安全点検チェック表」をお読みいただき、まだ対策

がとられていない場合や不十分な場合には、確実に対策をとっていただけますようお願いい

たします。 

 

 

 

【連絡先】 消費者庁消費者安全課 河岡、大木 

      電話：０３－３５０７－９２０４ 
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 事 務 連 絡 

平成 24 年 10 月 1 日 

 

 
各都道府県・政令指定都市消費生活センター 御中 
各市区町村消費生活センター 御中 
国民生活センター 御中 
 

消費者庁消費者安全課 

 

 

介護ベッド用手すりの注意喚起と点検依頼について（お願い） 

 

 

日頃より、消費者安全行政につきまして格別のご理解・ご協力を頂き、厚く御礼申し上

げます。 

 

本年８月、介護施設（東京都）で入居者（80 歳代）が介護ベッド用手すり（サイドレー

ル）とベッドボードとの間に首を挟まれた状態で発見され死亡が確認されたという事故が

発生しました。 

（９月４日公表。URL：http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120904kouhyou_1.pdf）。 

現在、原因は調査中ですが、以前より、介護ベッド用手すりのすき間等に首や腕足など

を挟むことによる事故が発生しています。 

 

これまで、事業者により介護ベッドの手すりに、首や腕足などを挟み込む危険性について注

意喚起やすき間を埋める対策等の普及啓発が行われ、併せて手すりとのすき間を埋める挟み込

み防止用具の提供案内が実施されています。 

また、平成２４年６月には、経済産業省と厚生労働省が、病院、介護施設、福祉用具レンタ

ル事業者等２万７千箇所に対し注意喚起と点検依頼を実施しました。 

 

しかしながら、その後も事故が発生していることから、介護者の方々におかれましては事故

の再発防止のため、手すりとのすき間を埋める対策をとっていただけますよう、ご周知と注意

喚起をお願いしたいと存じます。 

つきましては、別添の「介護ベッド用手すりの注意喚起と安全点検について」及び「医

療・介護ベッド安全点検チェック表」を用いてホームページや広報誌等を通じ広く消費者

の皆様へ情報提供して頂きたくお願い申し上げます。 

 

 

（参考） 

 

消費者庁公表 

http://www.caa.go.jp/index.html 

 

医療・介護ベッド安全普及協議会ホームページ 

http://www.bed-anzen.org/ 

（別紙４）
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（別添）        

 

介護ベッド用手すりに関する注意喚起と安全点検について 

 

平成２４年 10 月 1 日 

消費者庁消費者安全課 

 

介護ベッド用手すり（サイドレール）とのすき間を埋める対策をとってください。 

すき間に首や腕足などを挟み込む重傷、死亡事故が相次いで発生しています。 

 

１．事故状況 

介護ベッド用手すり（サイドレール）などによる重傷・死亡事故が発生しております。事

故の多くは、利用者の首が手すりのすき間やベッドボードと手すりのすき間に挟み込まれた

ことによるものです。 

平成２４年度には、消費者庁に既に３件の死亡事故が報告されています。過去５年間では

３１件になり、重傷事故を含めれば計６２件になります。 

 

２．再発防止策 

これまで事業者は、病院、高齢者施設、在宅介護の家庭などに、介護ベッドの安全使用マ

ニュアルを配布し、介護ベッドの手すりに首や腕足などを挟み込む危険があることやすき間

を埋める対策等の普及啓発を行っています。併せて、手すりとのすき間を埋める挟み込み防

止用具（簡易スペーサーや手すりを覆うカバー等）の提供案内を行っています。 

また、経済産業省、厚生労働省、消費者庁もこれまで注意喚起等を行ってまいりました。 

 

しかしながら、介護ベッドの手すりにかかわる重傷・死亡事故が引き続き発生しているこ

とから、介護に携わっている方々におかれましては、介護ベッドの手すりに危険性があるこ

とをご認識いただき、すき間を埋める対策をとっていただけますようお願いいたします。 

以上のことから、「医療・介護ベッド安全点検チェック表」をお読みいただき、まだ対策

がとられていない場合や不十分な場合には、確実に対策をとっていただけますようお願いい

たします。 

 

 

 

【連絡先】 消費者庁消費者安全課 河岡、大木 

      電話：０３－３５０７－９２０４ 

 

 

 




